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介
護
保
険
負
担
割
合
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
○土
で
す
。
８
月
１
日

○日
か
ら
使
用
す
る
負
担
割
合
証
は
７
月
末
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
負
担
割

合
証
は
、
破
棄
す
る
か
、
本
所
長
寿
介
護
課

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
に
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
８
３
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

介
護
保
険
の
軽
減
確
認
証
・
負
担

限
度
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

軽
減
確
認
証
、
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
に
申
請
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
が
遅
れ
る
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
昨
年
度
該
当
し
な
か
っ
た
方
で
も
、

今
年
の
８
月
１
日
以
降
に
要
件
を
満
た
せ
ば
、

確
認
証
、
認
定
証
の
交
付
対
象
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
新
た
に
交
付
を
受
け
た
い
方

は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。　

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
８
１
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

家
族
介
護
慰
労
金
を

支
給
し
ま
す

■対
要
介
護
３
以
上
（
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方

を
含
む
）
で
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
１
年

間
利
用
し
て
い
な
い
（
福
祉
用
具
貸
与
、
特

定
福
祉
用
具
販
売
、
住
宅
改
修
及
び
年
間
10
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市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

市
政

「
鶴
岡
ま
ち
活
」基
本
コ
ー
ス

後
期
事
業
募
集

■対
市
内
の
団
体
が
実
施
す
る
、
鶴
岡
ら
し
さ

や
地
域
特
性
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
活
動

■内
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内
（
上
限

20
万
円
）　

■申
必
ず
事
前
に
相
談
の
上
、
8

月
6
日
○金
ま
で
事
業
認
定
申
請
書
を
本
所
地

域
振
興
課
☎
内
線
５
９
８
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
総
務
企
画
課
へ　

■他
８
月
下
旬
の
審
査
会

で
補
助
の
可
否
を
決
定
。「
ま
ち
づ
く
り
チ

ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ス
」
は
８
月
31
日
○火
ま
で
、

「
若
者
ま
ち
づ
く
り
コ
ー
ス
」「
ま
ち
づ
く
り

パ
ー
ト
ナ
ー
コ
ー
ス
」
は
来
年
1
月
31
日
○月

ま
で
随
時
受
け
付
け

健
康
・
福
祉

８ハ
チ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル

０
２
０

よ
い
歯
の
長
寿
賞
の
募
集

　

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
お
持

ち
の
方
を
募
集
し
、
優
良
者
を
表
彰
し
ま
す
。

■対
昭
和
16
年
12
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

で
、
自
分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
方
（
過
去

に
受
賞
し
た
方
を
除
く
）　

■申
７
月
19
日
○月

～
８
月
21
日
○土
に
鶴
岡
地
区
歯
科
医
師
会
に

加
入
し
て
い
る
歯
科
医
院
へ
（
そ
の
場
で
無

料
歯
科
健
診
を
実
施
）　

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
４
ま
た
は
市
内
歯
科
医

院
へ

　

聖
火
が
街
を
駆
け
抜
け
た
。
６
月
７
日
、

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ

ー
が
本
市
で
も
行
わ
れ
た
。
神
話
の
国
・
ギ

リ
シ
ャ
か
ら
花
祭
り
の
装
飾
の
手
向
の
宿
坊

街
へ
。
羽
黒
太
鼓
保
存
会
の
皆
さ
ん
の
力
強

い
演
奏
が
羽
黒
随
神
門
に
響
き
渡
っ
た
後
、

ラ
ン
ナ
ー
の
姿
が
見
え
た
。
聖
火
だ
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
記
憶
が
鮮
明
に
残
っ
て

い
る
の
は
１
９
８
４
年
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
大

会
だ
。
当
時
小
学
４
年
生
。
学
校
の
先
生
ま

で
が
、「
テ
レ
ビ
ば
っ
か
り
見
て
い
な
さ
い
」

と
話
し
て
い
た
、
幻
の
モ
ス
ク
ワ
の
後
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
。
柔
道
の
山
下
選
手
や
体
操
の

具
志
堅
選
手
な
ど
の
活
躍
に
く
ぎ
付
け
に
な

っ
た
。
２
度
目
の
「
東
京
」
は
コ
ロ
ナ
禍
、

果
た
し
て
聖
火
リ
レ
ー
は
で
き
る
の
か
、
公

道
を
走
れ
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
胸

に
聖
火
を
つ
な
い
だ
皆
さ
ん
、
そ
れ
を
静
か

に
心
の
中
で
熱
く
、
沿
道
か
ら
、
テ
レ
ビ
か

ら
見
守
っ
た
皆
さ
ん
、
そ
し
て
変
化
す
る
方

針
・
状
況
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
な
が
ら
準
備

に
当
た
ら
れ
た
関
係
者
に
、
そ
の
一
日
は
長

く
記
憶
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　

天
神
祭
り
の
夜
の
こ
と
だ
っ
た
。
５
月
25

日
の
降
雹

ひ
ょ
う

は
、
局
地
的
に
果
樹
農
家
に
大
き

な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
訪
問
し
た
三
千
刈

の
り
ん
ご
農
家
、
東
荒
屋
の
梨
農
家
で
は
、

実
が
傷
つ
き
良
品
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
収
穫

が
見
込
め
な
い
厳
し
い
状
況
を
伺
っ
た
。
本

市
で
は
4
月
に
も
凍
霜
害
が
発
生
し
て
お
り
、

そ
の
際
訪
問
し
た
長
沼
の
庄
内
柿
の
園
地
は

芽
が
枯
死
し
て
お
り
壊
滅
的
な
状
況
に
あ
っ

た
。
県
内
で
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
霜
の
被

害
、
最
上
地
方
で
も
降
雹
の
被
害
が
発
生
し （42）

日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
除
く
）
寝
た

き
り
高
齢
者
等
を
、
１
年
以
上
継
続
し
て
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
方　

■
支
給
額　

10
万

円　

■持
介
護
者
名
義
の
市
内
金
融
機
関
の
通

帳　

■申
７
月
１
日
○木
～
30
日
○金
に
各
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内

線
１
９
３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課

へ
完
全
予
約
制
で
す　

耳
や
手
足
が
不
自
由
な
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

■日
７
月
14
日
○水
午
後
１
時
～
３
時　

■場
総
合

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）　

■対
18

歳
以
上
で
、
新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
た
い
方
（
聴
覚
の
み
）、
ま
た
既

に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
程
度
を
変
更
し

た
い
方
、
補
装
具
の
交
付
を
希
望
す
る
方
等

（
現
在
治
療
中
の
方
を
除
く
）　

■
相
談
科
目　

聴
覚
（
８
人
）、
肢
体
（
手
帳
を
お
持
ち
の

方
６
人
）　

■持
印
鑑
、
保
険
証
、
身
体
障
害

者
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）　

■申
７
月
９
日
○金

～
13
日
○火
に
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
６
、

FAX
25
‐
９
５
０
０
ヘ　

年
金
・
医
療

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

の
が
難
し
い
方
は

　

失
業
や
所
得
の
減
少
な
ど
の
経
済
的
な
理

由
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
本
人
が
申
請
す
る
こ
と
で
、
納
付

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
（
学
生
は
学
生
納
付
特
例
制
度
の
対
象
）。
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７月15日○木 に送付する介護保険料決定通知書に関するお知らせ

「はがき」で送られる方と「封書」で送られる方に分かれます
■問本所長寿介護課☎内線187または各地域庁舎市民福祉課へ

　これまで全ての方に封書で送付していましたが、今年から下記のとおりとなりますのでご注意ください。

▲

特別徴収（年金からの差引き）の方
⇒「はがき」で送付されます
※一定の条件を満たした方は、年金
支給月（４月・６月・８月・10月・
12月・来年２月）に年金から差し引
きます（特別徴収から普通徴収への
切替えはできません）。

▲

普通徴収（納付書または口座振替）の方
⇒「封書」で送付されます
※特別徴収以外の方は、
封書に同封の納付書、
または口座振替で納付。
納期は年８回（７月～
来年２月の毎月）です。

◎65歳以上の方に送付されます。介護保険料は、令和２年中の本人の所得と家族の市民税課税状況に基づいて
　計算されます。その他、介護保険の制度については、市HPをご覧ください

料金後納
郵便

〒997‐8601
鶴岡市馬場町９番25号
鶴岡市役所　電話(0235)25‐2111（代表）
・保険料についてのお問合せ
　健康福祉部長寿介護課（内線183・187）
　または各地域庁舎市民福祉課

〒997‐◯◯◯◯
　鶴岡市◯◯町◯番◯号
　
　鶴岡　太郎　様　

料金後納
郵便

〒997‐◯◯◯◯
　鶴岡市◯◯町◯番◯号
　鶴岡　花子　様　

鶴岡市役所　長寿介護課
〒997‐8601
山形県鶴岡市馬場町９番25号
電話(0235)25‐2111（代表）

□藤島庁舎市民福祉課　電話（0235）64‐5806（直通）
□羽黒庁舎市民福祉課　電話（0235）26‐8774（直通）
□櫛引庁舎市民福祉課　電話（0235）57‐2116（直通）
□朝日庁舎市民福祉課　電話（0235）53‐2115（直通）
□温海庁舎市民福祉課　電話（0235）53‐2115（直通）

て
お
り
、
県
で
は
6
月
2
日
に
「
凍
霜
害
・

雹
害
緊
急
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
発
表
し
て

い
る
。
果
樹
は
、
収
穫
が
見
込
め
な
い
よ
う

な
被
害
を
受
け
た
場
合
で
も
、
来
年
の
生
産

に
向
け
て
樹
木
を
適
切
に
管
理
す
る
必
要
が

あ
る
。
聖
火
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
て
い
た
6
月

7
日
、
市
で
は
Ｊ
Ａ
鶴
岡
、
Ｊ
Ａ
庄
内
た
が

わ
の
関
係
者
と
と
も
に
対
策
会
議
を
開
催
し

た
。
減
収
率
80
％
以
上
の
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
農
家
に
対
す
る
来
期
に
向
け
た
定
額
支

援
（
２
万
円
／
10
ａ
）
や
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の

み
な
ら
ず
、
柿
、
ぶ
ど
う
、
梨
、
り
ん
ご
、
桃
、

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、
い
ち
じ
く
と
い
っ
た
品
目

の
肥
料
、
農
薬
購
入
を
支
援
対
象
と
す
る
方

針
を
固
め
、
6
月
議
会
に
追
加
補
正
予
算
を

提
案
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

聖
火
は
明
年
酒
井
家
庄
内
入
部
４
０
０
年

を
迎
え
る
城
址
・
鶴
岡
公
園
に
も
。
ア
ー
チ

ェ
リ
ー
日
本
代
表
・
中
村
美
樹
選
手
を
指
導

す
る
野
崎
剛
先
生
に
伴
走
す
る
の
は
、
市
内

の
９
つ
の
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
か

ら
の
代
表
、
9
人
の
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン
ナ
ー
。

鶴
岡
南
高
校
吹
奏
楽
研
究
会
の
演
奏
で
始
ま

っ
た
ミ
ニ
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
納
火
で

幕
を
閉
じ
た
。

　

雨
音
が
強
く
な
る
と
、
夜
寝
て
い
て
も
河

川
の
こ
と
が
気
に
な
り
ス
マ
ホ
で
水
量
を
調

べ
た
り
す
る
。
河
川
が
増
水
し
洪
水
の
リ
ス

ク
が
高
ま
る
出
水
期
、
今
期
は
大
丈
夫
だ
ろ

う
か
。
指
定
避
難
場
所
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

会
場
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
今
年
は
更
に
課

題
を
抱
え
て
い
る
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
、
希

望
す
る
高
齢
者
は
7
月
末
ま
で
に
、
そ
し
て

希
望
す
る
全
て
の
方
に
10
月
か
ら
11
月
に
か

け
て
。
政
府
の
方
針
を
医
師
会
は
じ
め
関
係

者
の
皆
様
と
の
連
携
で
い
か
に
実
行
す
る
か
、

聖
火
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
い

く
つ
も
の
複
雑
な
課
題
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
、

長
い
夏
と
な
り
そ
う
だ
。

▼
免
除
制
度
（
全
額
・
一
部
免
除
）　

本
人
、

配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
全
額
、
４
分
の
３
の
額
、
半

額
ま
た
は
４
分
の
１
の
額
が
、
各
基
準
で
免

除
さ
れ
ま
す
。
一
部
免
除
は
免
除
額
を
除
い

た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱

い
に
な
り
ま
す
。

▼
納
付
猶
予
制
度　

20
歳
以
上
50
歳
未
満
の

方
で
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

▼
退
職
・
失
業
に
よ
る
特
例　

退
職
ま
た
は

失
業
し
た
方
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
確
認
印

の
あ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
ど
ち
ら
も
コ
ピ

ー
可
）
を
添
付
し
て
申
請
す
る
と
、
本
人
の

前
年
所
得
が
審
査
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
（
配

偶
者
、
世
帯
主
も
同
様
の
申
請
で
対
象
外
）。

退
職
ま
た
は
失
業
等
の
前
月
か
ら
、
退
職
ま

た
は
失
業
等
が
あ
っ
た
年
の
翌
々
年
６
月
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
申
請
で
き
ま
す
。

▼
申
請　

必
ず
前
年
所
得
の
申
告
を
済
ま
せ

て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
配
偶
者
、
世

帯
主
も
同
様
）。
今
年
度
分
（
７
月
～
来
年

６
月
の
納
付
保
険
料
が
対
象
）
は
、
７
月
１

日
○木
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。

▼
免
除
・
納
付
猶
予
期
間
の
保
険
料
追
納

10
年
前
ま
で
遡
っ
て
追
納
で
き
ま
す
が
、
免

除
・
納
付
猶
予
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
、
加
算

金
が
付
き
ま
す
。

■申
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
と
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の
自
己
負
担

割
合
は
、
毎
年
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
前
年
の
所
得
が
一
定
以
上
あ
る
方
の
自

己
負
担
割
合
は
３
割
で
す
が
、
申
請
に
よ
っ

て
、
２
割
ま
た
は
１
割
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
現
在
３
割
負
担
の
方
に
基
準

収
入
額
適
用
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

同
封
の
お
知
ら
せ
に
記
載
の
基
準
額
を
下
回

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
７
月
８
日
○木
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
市
で
確
認
で
き
る
課
税
資
料
で

明
ら
か
に
基
準
額
を
超
え
る
と
判
断
さ
れ
る

方
に
は
、
申
請
書
を
送
付
し
ま
せ
ん
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
７
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○土
で
す
。

７
月
上
旬
に
更
新
案
内
・
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
８
月
以
降
も
必
要
な
方
は
忘
れ

ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
期
間　

７
月
７
日
○水
～
16
日
○金　

■持
申
請
書
、
対
象
者
の
保
険
証　

▽
現
在
の

負
担
区
分
が
「
区
分
オ
」
ま
た
は
「
区
分
Ⅱ
」

の
方
で
、
長
期
入
院
（
１
年
間
で
91
日
以
上

の
入
院
）
に
該
当
す
る
方
は
、
入
院
を
証
明

す
る
書
類
（
領
収
書
等
）
が
必
要
で
す
。
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ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
。
納
期
は
年
９
回

（
７
月
～
来
年
３
月
の
毎
月
）
で
す　

■問
本

所
課
税
課
☎
内
線
２
０
５　

■他
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
っ
て
、
主
た

る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、

山
林
収
入
及
び
給
与
収
入
が
、
前
年
よ
り
３

割
以
上
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
世
帯
は
、

税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
同
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
決
済

で
市
税
等
を
納
め
る
場
合
は

　

自
宅
に
届
い
た
納
付
書
に
印
字
し
て
あ
る

バ
ー
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で

直
接
読
み
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
コ
ン
ビ
ニ
店

頭
レ
ジ
で
の
ア
プ
リ
決
済
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
納
税
課
☎
内
線
２
１
９

市
税
等
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た 

動
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

■
公
売
方
法　

Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
競
り
売
り　

■申　

７
月
８
日
○木
午
後
１
時
～
28
日
○水
午
後
11
時　

■
公
売
期
間　

８
月
３
日
○火
午
後
１
時
～
５

日
○木
午
後
11
時　

■問
本
所
納
税
課
☎
内
線
２

１
７　

■他
市
HP
。
滞
納
税
が
納
め
ら
れ
た
場

合
、
中
止
に
な
る
動
産
あ
り

小
・
中
学
生
の
税
に
関
す
る

標
語
と
作
文
を
募
集
し
ま
す

▼
標
語　

■対
小
学
生　

■内
税
金
全
般
、
納
税

の
大
切
さ
、
納
期
限
を
守
る
こ
と
等
（
１
人

２
点
以
内
）

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
○土
で
す
。
８
月
１
日
○日
以
降

も
引
き
続
き
該
当
す
る
方
に
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
７
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、現
在
の
負
担
区
分
が
「
区
分
Ⅱ
」　

で
長
期
入
院（
１
年
間
で
91
日
以
上
の
入
院
）

し
て
い
る
方
は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

７
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
６
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

税
・
生
活

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
加
入
者
、

所
得
等
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
同
封
の
「
国
民
健
康
保
険
税
の
し
お

り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
発
送
日　

７
月
15
日
○木　

■対
世
帯
内
に
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の
方

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、

年
金
支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月

・
12
月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引

き
ま
す　

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
…
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、

▼
保
険
証
の
受
け
取
り
方　

本
所
国
保
年
金

課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
の
窓
口

で
交
付
を
希
望
す
る
場
合
や
、
世
帯
主
以
外

の
宛
名
で
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事

前
に
届
出
が
必
要
で
す
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
７
８
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

令
和
３
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
令
和
２
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算

さ
れ
ま
す
。

■
発
送
日　

７
月
15
日
○木　

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
き
）
…
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、
原
則
、
年
金

支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12

月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま

す　

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
）
…
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
同
通
知
書
に

同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
。

納
期
は
年
８
回（
７
月
～
来
年
２
月
の
毎
月
）

で
す　

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
６

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○土
で
す
。
８
月
１

日
○日
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
７
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
７
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

　

認
定
証
が
な
い
場
合
で
も
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
支
払
っ

た
医
療
費
（
食
事
代
を
除
く
）
は
、
高
額
療

養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
者
に
は

診
療
月
か
ら
２
か
月
～
３
か
月
後
に
は
が
き

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
領
収
書
等
必
要
な
書

類
を
お
持
ち
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
６
４
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
を
設
定
し
て
い

る
場
合
、
医
療
機
関
で
の
限
度
額
認
定
証
の

提
示
が
不
要
の
場
合
あ
り

国
民
健
康
保
険
証
兼
高
齢
受

給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
○土
で
す
。
８
月
１
日
○日
か

ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、
世
帯
主
宛
に
家
族

分
を
ま
と
め
て
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
届
い
た
保
険
証
の
中
に
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
分
が
あ
っ

た
ら
、
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
手
続
き
が

必
要
で
す
。

▼
有
効
期
限　

令
和
４
年
７
月
31
日
ま
で
に

70
歳
に
な
る
方
と
75
歳
に
な
る
方
は
、
自
己

負
担
割
合
の
変
更
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

制
度
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
有
効
期
限
が
異

な
り
ま
す
。
期
限
が
切
れ
る
前
に
、
再
度
保

険
証
を
送
付
し
ま
す
。

▼
枝
番
の
記
載　

10
月
に
医
療
機
関
等
に
導

入
予
定
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」
に
対

応
す
る
た
め
、
新
し
い
保
険
証
に
は
枝
番
が

記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
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▼
作
文　

■対
中
学
生　

■内
税
に
関
す
る
テ
ー

マ
で
あ
れ
ば
自
由
（
１
人
１
編
。
１
、
２
０

０
字
以
内
）

▼
共
通　

■申
８
月
30
日
○月
ま
で
本
所
納
税
課

☎
内
線
２
１
９
へ　

■他
入
賞
者
に
賞
状
と
副

賞
を
贈
呈

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

住
宅
名

階
数
・
間
取
り

戸
数

岡鶴
城
南
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

ち
わ
ら
住
宅
１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

３
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

２

み
ど
り
住
宅
２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
西
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

大
山
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

島藤
ふ
じ
な
み
住
宅
木
造
平
屋
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

３

木
造
２
階
建
て
長
屋
・

３
Ｄ
Ｋ

１

黒羽
荒
川
住
宅

木
造
平
屋
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

１

日朝
下
名
川
住
宅
木
造
平
屋
３
Ｄ
Ｋ

１

名
川
特
定
公

共
賃
貸
住
宅
木
造
２
階
建
て
２
階
・

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

■
入
居
時
期　

９
月
中
旬
以
降　

■申
７
月
１

日
○木
～
20
日
○火
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
藤
島
・
羽
黒
・
朝
日
庁
舎
産
業
建

設
課
へ鶴

岡
墓
園
の
使
用
者
を
募
集

し
ま
す

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方　

▽
本
市
に
住

民
登
録
が
あ
る　

▽
自
宅
等
に
焼
骨
を
保
管

し
納
骨
す
る
場
所
が
な
い　

▽
使
用
許
可
後

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響で、催し等の中止・延期など、
情報が変更となる場合があります。各担当課や主催者などへの
お問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

１
年
以
内
に
墓
碑
等
を
建
て
、
焼
骨
を
埋
蔵

で
き
る　

■
募
集
区
画
・
永
代
使
用
料
・
管

理
料
年
額
（
今
年
度
分
は
そ
の
８
か
月
分
）　

６
㎡
・
２
区
画
・
23
万
円
・
４
、
８
０
０
円　

■申
７
月
１
日
○木
～
15
日
○木
に
本
所
市
民
課
☎

内
線
１
５
８
へ　

■他
抽
せ
ん
会
（
■日
７
月
26

日
○月
午
前
10
時　

■場
市
役
所
本
所
）

人
権
に
関
す
る
相
談
は
次
の

方
に
！

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。（
敬
称
略
）

▽
斎
藤
律
子　

▽
地
主
幸
平　

▽
庄
司
敏
明　

▽
鈴
木
元
女　

▽
今
野
和
惠　

▽
金
内
淳

▽
加
藤
勝　

▽
五
十
嵐
礼
子　

▽
石
川
正
廣

▽
五
十
嵐
司　

▽
奥
泉
修
子　

▽
栗
本
誠

▽
叶
野
勉　

▽
石
川
幸　

▽
田
村
廣
実　

▽

小
南
孝
子　

▽
手
塚
柳
治　

▽
佐
々
木
は
つ

子　

▽
宅
井
洋
子　

▽
清
和
正
志　

▽
平
藤

博
巳　

▽
上
野
薫　

▽
佐
藤
靖
法　

▽
佐
藤

き
江　

▽
齋
藤
元
雄　

▽
齋
藤
俊
美　

▽
相

澤
康
夫　

▽
伊
藤
ゆ
み
子

■問
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐
１
０
０
３
ま
た

は
本
所
市
民
課
☎
内
線
１
５
８
へ

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が 

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

困
り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
第
4
民
生
区
（
第
四
学
区
）
…
加
藤
春
美

（
塔
和
）　

▽
第
５
民
生
区
（
第
五
学
区
）
…

中
野
朋
子
（
宝
田
二
丁
目
・
三
丁
目
）　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
２
７
２

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点
検
・
安
全

対
策
を
お
願
い
し
ま
す

　

ひ
び
割
れ
、
傾
き
が
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
、

地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

倒
壊
に
よ
る
重
大
な
事
故
や
、
倒
れ
た
塀
に

よ
っ
て
避
難
や
救
助
の
妨
げ
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
た
め
、
安
全
対
策
が
必
要
で
す
。

　

市
で
は
、
国
土
交
通
省
が
作
成
し
た
資
料

「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点
検
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
」

を
市
HP
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
窓
口
で
も

配
布
し
て
い
ま
す
。
自
宅
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が

あ
る
方
は
、
資
料
を
基
に
点
検
・
安
全
対
策

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
小
・
中
学
校
か
ら
５
０
０
ｍ
以
内

の
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
や
津
波
避
難
路
に
面
す

る
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
解
体
す
る
場
合
、
費

用
の
一
部
（
最
大
８
万
円
）
を
補
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８
４

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

７
月
は
〝
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〟
強

調
月
間
で
す
。
こ
の
運
動
は
、
全
て
の
国
民

が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人

た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的

な
運
動
で
す
。
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
、
子
供
が
健
や
か
に

育
つ
地
域
社
会
の
実
現
は
全
て
の
人
の
願
い

で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
を

築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
２
７
２

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

　

夏
の
身
近
な
風
物
詩
の
お
も
ち
ゃ
花
火
。

お
も
ち
ゃ
と
は
い
え
、
原
料
は
火
薬
で
す
。

安
全
に
楽
し
む
た
め
、
注
意
書
や
使
用
法
を

よ
く
読
み
、
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
花
火
を
人
や
家
に
向
け
な
い　

▽
燃
え
や

す
い
物
の
あ
る
場
所
で
遊
ば
な
い　

▽
風
が

強
い
と
き
は
花
火
を
し
な
い　

▽
水
の
入
っ

た
バ
ケ
ツ
を
用
意
す
る　

▽
大
人
と
一
緒
に

遊
ぶ　

▽
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
一
度
に
た

く
さ
ん
の
花
火
に
火
を
つ
け
な
い　

▽
花
火

の
筒
先
に
顔
や
手
を
近
づ
け
な
い　

▽
服
に

火
が
つ
か
な
い
よ
う
注
意
す
る　

■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る　
　
　

病
害
虫
防
除
作
業
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

７
月
上
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
、
無
人
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る
農
作
物
の
病
害
虫
防

除
作
業
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
事
故
防
止
の
た

め
、
作
業
中
の
農
地
に
は
絶
対
に
近
寄
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
風
の
な
い
早
朝
や

夕
方
に
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■問
本
所
農
政
課
☎
内
線
５
５
４
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

焼
畑
な
ど
で
土
地
に
火
入
れ
を

す
る
と
き
は
市
へ
の
届
け
出
を

　

市
役
所
本
所
、
各
地
域
庁
舎
及
び
一
部
の

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
申
請
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新型コロナウイルス感染症の影響で、催し等の中止・延期など、
情報が変更となる場合があります。各担当課や主催者などへの
お問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
実
施
地
の
見
取

り
図
を
添
付
し
て
、
実
施
日
の
７
日
前
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
火
入
れ
従
事
者
数

や
防
火
帯
の
幅
等
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
１
７
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

土
地
売
買
の
際
は 

地
価
公
示
価
格
を
参
考
に

　

地
価
公
示
と
は
、
県
内
の
都
市
計
画
区
域

内
で
標
準
的
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
土
地

（
標
準
地
。
市
内
17
地
点
）
を
選
ん
で
、
そ

の
適
正
な
価
格
を
公
表
す
る
も
の
で
す
。
売

買
対
象
地
の
条
件
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
土

地
の
お
お
よ
そ
の
適
正
価
格
が
分
か
り
ま
す
。

　

地
価
公
示
書
は
、
本
所
土
木
課
☎
内
線
４

５
８
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
で
閲

覧
で
き
、
県
HP
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

〝
明
る
い
や
ま
が
た
〟 

夏
の
安
全
県
民
運
動

　

夏
は
、
長
期
休
暇
や
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に

よ
る
気
の
緩
み
な
ど
か
ら
、
交
通
事
故
や
青

少
年
の
非
行
等
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、

県
民
総
ぐ
る
み
で
運
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間　

７
月
21
日
○水
～
８
月
20
日
○金

■
重
点　

▽
青
少
年
の
健
全
育
成
と
い
じ
め

・
非
行
防
止
及
び
犯
罪
被
害
防
止　

▽
子
供

と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
・
飲
酒
運
転
の

撲
滅　

▽
海
・
山
・
川
で
の
事
故
防
止　

▽

身
近
な
犯
罪
等
の
防
止　

■問
本
所
防
災
安
全

課
☎
内
線
６
３
９

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

鶴岡市長選挙・鶴岡市議会議員選挙 説明会
■問本所選挙管理委員会事務局☎内線641

■立候補予定者説明会

　任期満了による鶴岡市長選挙及び鶴岡市議会議員選
挙の立候補届出の手続きや、選挙運動の方法などの説
明会です。立候補を予定している方は必ず出席してく
ださい（１陣営２人まで）。▲

市議会議員選挙立候補予定者説明会　■日７月27日○火▲

市長選挙立候補予定者説明会　■日７月30日○金▲

共通　■時午後２時　■場市役所本所６階大会議室

■選挙公営制度説明会

　鶴岡市長選挙及び鶴岡市議会議員選挙における候補
者の選挙費用の一部が、申請によって公費負担となる
ことについての説明会です。立候補を予定している方
は出席してください（１陣営２人まで）。▲

市議会議員選挙についての説明会　■日 8 月３日○火▲

市長選挙についての説明会　■日８月６日○金▲
共通　■時午後２時　■場市役所本所６階大会議室

警戒レベル４「避難指示」発令されたら必ず避難！

避難情報の発令が変わりました
■問本所防災安全課☎内線186

　５月20日に改正災害
対策基本法が施行され、
災害時に発令されていた

「避難勧告」と「避難指
示（緊急）」が右の表の
とおり、「避難指示」に
一本化されました。
　今後は、警戒レベル４

「避難指示」が出た場合、
全員避難してください。
　雨の多い季節です。日
頃からお住まいの地域の
洪水ハザードマップ等を
確認し、いざというとき、
速やかに避難できるよう
備えましょう。

※１　警戒レベル５は、必ず発令される情報ではなく、レベル４の「避難指示」までに避難を終
　　　えることが必要です。
※２　警戒レベル４は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３　警戒レベル３は、高齢者等以外の人も、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
出典：内閣府HP

（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/)

警戒レベル 新たな避難情報

５ 災害発生
または切迫 緊急安全確保（※１）

警戒レベル４までに必ず避難！

４ 災害の
おそれ高い 避難指示（※２）

３ 災害の
おそれあり 高齢者等避難（※３）

２ 気象状況悪化 大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

１ 今後気象状況
悪化のおそれ

早期注意情報
（気象庁）

これまでの避難情報等

災害発生情報

・避難指示（緊急）
    ・避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）




